
 

令和２年(2020年)  月  日 

 

  札幌市長 秋 元 克 広  様 

 

札幌市環境影響評価審議会 

                      会 長   近 藤 哲 也 

 

(仮称)石狩・厚田洋上風力発電事業計画段階環境配慮書について（答申） 

 

令和２年８月 27日付け札環対第 50748号にて当審議会に諮問のあった標記の

件について、下記のとおり結論を得たので答申する。 

 

記 

 

本事業では石狩・厚田沖の一般海域に最大で高さ 250ｍに到達する巨大な風力

発電機が多数（最大 140 基）建設されることにより、石狩湾を望む景観に重大

な影響を及ぼす可能性があることから、事業計画の更なる検討に当たっては、

次に掲げる事項について検討を加え、本事業による環境影響を極力回避又は低

減すること。また、検討結果を方法書以降の手続に反映させること。 

 

１ 総論 

 ⑴ 累積的影響について 

   当該事業実施想定区域の周辺には、他事業者による風力発電事業が稼動

中又は環境影響評価手続中であるため、これら他事業と本事業に伴う累積

的影響が懸念される。 

   このため、特に先行事業に対する累積的影響については、可能な範囲に

おいて情報等の収集に努めた上で、予測及び評価を行うこと。 

 

 ⑵ 事業実施区域の設定について 

   本配慮書では、事業計画の熟度等の関係から事業実施想定区域を大きく

設定しているが、方法書以降の手続においては事業計画の熟度を高めると

ともに、風力発電機の配置等を慎重に検討した上で事業実施区域を設定す

ること。 

  

（案） 

令和 2年度第 5回(10月 2日) 

札幌市環境影響評価審議会 

資料１－２ 



２ 各論 

 ⑴ 景観に対する影響について 

  ア 眺望地点の選定に当たっては、その地点を選定するに至った理由につ

いても詳細に記載すること。 

イ 風力発電機の面的な広がりによる影響を適切に把握するため、調査、

予測及び評価に当たっては、フォトモンタージュを作成する等のより適

切な方法を導入したうえで、住民意見等を踏まえ評価を行うこと。 

ウ 本配慮書において景観に対する影響の評価指標には、平成 12年に環境

省がまとめた「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・

予測の進め方～資料編～」（環境省 自然との触れ合い分野の環境影響

評価技術検討会中間報告）に記載の「送電鉄塔の見え方」を元とした垂

直視野角を採用しているが、札幌市内の眺望点には、遠景域又は遠景域

以遠に及ぶような風力発電機からの視距離が比較的大きい地点が少なく

ない。 

このため、上述のような中景域の視認性を主な対象とした垂直視野角

に係る指標のみならず、遠景域又は遠景域以遠の景観への影響を評価す

る指標についても最新の知見や事例の収集など十分な検討を行った上で、

調査、予測及び評価を行うこと。 

エ 景観に関する調査、予測及び評価を行うに際しては、地域を特徴づけ

る自然、文化、歴史などその地域における景観の特徴に関する情報の収

集等に努め、その結果をわかりやすく記載すること。 

 


